
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯖江市教育委員会 

５月定例会議事録 

 

 

令和８年５月１２日（火） 

 

 

 



 

 

１ 会議概要 

○ 日 時  令和８年５月１２日（火）         午後４時１２分開会 

                            午後５時００分閉会 

○ 場 所  鯖江市役所４階第２委員会室 

 

○ 出席委員   三崎 教育長 柴田 教育長職務代理者 

春日 委員  水間 委員   

 

○ 欠席委員   酒井 委員 

 

○ 出席説明員 

木原事務部長、柳本教育審議官、堀教育政策課長 

澤村生涯学習課長、中川文化の館副館長、牧野スポーツ課長、伊藤文化課長 

 

○ 欠席説明員 

齋藤健康福祉部長、山本保育・幼児教育課長 

 

○ 書記 

熊野 教育政策課参事 

 

○ 議事日程 

１ 開会の宣告 

２ 会議録署名人の指名 

３ 議案 

議案第２４号 令和８年度鯖江市教育委員会６月補正予算要求の 

概要について  可決 

議案第２５号 財産の取得について      可決 

議案第２６号 令和８年度家庭・地域・学校協議会委員の委嘱について 

可決 

議案第２７号 鯖江市公民館運営協議会委員の委嘱について   可決 

４ 教育長の報告 

５ 協議・報告事項 

（１） 令和７年度鯖江市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

（２） 鯖江市教育大綱の改定について 

（３） 除雪事故に係る損害賠償額の決定および和解について 

６ その他 



 

 

（１） 教育長および教育委員と校長会との語る会について 

（２） 令和７年度教育委員会学校視察計画案について 

（３） 行事予定等について 

※６月定例教育委員会開催予定 

日 時  令和 8年 6月 16日(火)午後３時 

場 所  鯖江市役所 ４階第 1委員会室 

 

７ 閉会の宣言 

 

 



 

 

２ 会議大要 

 〈教育長〉議案第２４号、議案第２５号、および協議・報告事項（１）、（３）につい

ては、市議会の議決を経るべき議案であるため、また、議案第２６号、および

議案第２７号については人事案件であるため、個人情報保護の観点から、鯖江

市教育委員会会議規則第１５条ただし書きの規定により秘密会とし非公開とし

たい。異議はないか。 

（異議なしの声） 

〈教育長〉異議なしと認め、議案第２４号から議案第２７号、および協議・報告事項の

２件については秘密会とする。 

 

○議案審議 

議案第２４号 令和８年度鯖江市教育委員会６月補正予算要求の概要について 

（説明 スポーツ課長）※秘密会 

議案第２５号 財産の取得について 

（説明 学校教育課長） ※秘密会 

議案第２６号 令和８年度家庭・地域・学校協議会委員の委嘱について 

（説明 学校教育課長）※秘密会 

議案第２７号 鯖江市公民館運営協議会委員の委嘱について 

（説明 生涯学習課長）※秘密会 

 

○教育長の報告 

 

○協議・報告事項 

（１） 令和７年度鯖江市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

（説明 教育政策課長）※秘密会 

（２） 鯖江市教育大綱の改定について 

（説明 教育政策課長） 

現在の第2期教育の振興に関する施策の大綱について、令和9年度からの5年間を

新たな計画期間とするため、今年度、改定作業に取り組む。 

改定に当たっては現行の教育大綱をベースに、これまでの取り組みや社会状況、

教育環境の変化を踏まえ、新たな5年間を見据えた教育大綱へ見直すことを基本に

検討したい。 

改定の流れとしては、今後、関係団体の意見意識を調査し、その後、定例教育委

員会や総合教育会議で素案の検討、パブリックコメントなどを経て最終案を決定、

来年３月の公表を予定している。 

<委員>近く、学習指導要領の改訂が予定されているので、それについても視野に入



 

 

れておいていただきたい。 

<教育長>学習指導要領は、昨年の論点整理を踏まえ今年中に改訂方針が示され、今

後、幼稚園、小学校、中学校の改訂が順次実施される予定である。改訂のキーワー

ドには「予測不能の時代における主体的な人生設計」や「好きを育み、得意を伸ば

す。」などの言葉が挙げられており、委員のおっしゃるように、そういった全体の

方向性も加味していきたい。 

また、この5年間ではコロナ禍や第三者委員会の報告を通じ、学校が単に学びの

場であるだけでなく、子ども達が安全に過ごすことができる場所といった役割が再

認識された。今回の改定では、こうした成果や反省を踏まえつつ、大幅な変更は行

わず、現行の方向性を維持しながら見直しを進めたいと考えている。 

今後、検討を進める中で委員各位の御意見をお聞きする機会を設けながら進めて

いくので、御協力いただきたい。 

 

（３） 除雪事故に係る損害賠償額の決定および和解について 

（説明 学校教育課長）※秘密会 

 

○その他 

（１） 教育長および教育委員と校長会との語る会について 

（２） 令和７年度教育委員会学校視察計画案について 

（３） 行事予定等について 

※６月定例教育委員会開催予定 

日 時  令和 8年 6月 16日(火)午後３時 

場 所  鯖江市役所 ４階第 1委員会室 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人    柴田 直昌 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人    水間 貴子 


